
平成３０年1月18日 

平成３０年度 保険料率について（案） 
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【参考】 青森支部評議会の意見 

１．３０年度の平均保険料率について 

 賃金上昇率の試算設定が0.6％は低いのではないか。保険料率を下げら

れる状況であれば、引き下げをしてほしい。 

 準備金が２．６か月分も積みあがっていることに対して非難が出てくる懸

念がある。５年ぐらいの単位でみていくことが財政経済的にはよいと思う。 

 経済状況や医療費など不確定要素が多いなかでの議論となる。リーマン

ショックやバブル崩壊は極端な例なので30年度保険料率議論の引き合

いに出すのはいかがなものか。 

 準備金残高が積み上がってしまうと国庫補助が16.4％から減らされるの

ではないか。 

 法律上、法定準備金は1か月分でよいとなっているが、これは運営委員

会では議論になっているのか。法定準備金の在り方についてもう少し検

証すべき。 

 運営委員会で話し合われた内容が昨年と同様の印象がある。背景が変

わったとかそういったことが感じられず、こういう意見だけであれば、支部

の意見を聞く必要はないと思う。 

 法定準備金の水準については、協会けんぽの裁量に任せてみてはどう

か。どのくらい法定準備金を準備するかについては、その時々の経済情

勢等にもよる。積み上げすぎもよくない。 

 

２．３０年度の激変緩和措置について 

 激変緩和率については、ステップを踏んできているのでいきなり立ち止

まってはいけない。平成３２年度には１０分の１０となるのだから、ルール

は重視すべき。例年通り１．４上乗せして１０分の７．２でよい。 

３．保険料の変更時期について 

 変更時期については４月分からで異議なし。 
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平成30年度 青森支部の保険料の試算 

第１号都道府県単位保険料率 

調整前の保険料率 ： ６．１７９３％ 

年齢構成の違いによる医療費の差や、所得水準の違いによる財政力の差を調整する。 

（年齢調整 ： ▲０．１３１６％   所得調整 ： ▲０．９２４８％）    

調整後の保険料率 ： ６．１７９３％ ＋  ▲０．１３１６％   ＋  ▲０．９２４８％   = ５．１２２９％   

激変緩和措置を実施。（激変緩和率 ： ７．２／１０） 

青森支部保険料率と全国平均保険料率の差を７．２／１０に圧縮し、激変緩和措置後の保険料率を計算する。 

    
５．１２２９％（青森支部）  － ５．１６６１％（全国平均） = ▲０．０４３２％ 

▲０．０４３２％  ×  ７．２／１０  = ▲０．０３１１％  

激変緩和後の保険料率 =  ５．１６６１％（全国平均） +  ▲０．０３１１％ = ５．１３５０％  A ・・・   

支部ごとの医療費にかかる部分 

共通料率 

１０％（平均保険料率）  － ５．１６６１％（第１号全国平均） = ４．８３３７％ B ・・・   

現金給付費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等にかかる部分で全国一律 

精算分 平成２８年度の医療給付費精算分 

１０２百万円（平成２８年度収支差） ÷ ９０６，６１６百万円（平成３０年度総報酬額見込） × 100 = ０．０１１２％ C ・・・   

平成２８年度の青森支部の収支差はプラスとなったため、平成３０年度において保険料率を引き下げる必要がある。 

A ＋ B － C ＝ ９．９５７５％ ≒ ９．９６％ 
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平成30年度 青森支部の保険料の試算（イメージ） 
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0.88％ 

支部別の医療費
にかかる部分 

4.83％ 

5.14％ 

激変緩和 

9.97％ 

▲0.03％ 

4.83％ 

5.17％ 

1.01％ 

調整前 

11.01％ 

4.83％ 

5.17％ 

年齢調整 

▲0.13％ 

4.83％ 

5.13％ 

10.88％ 

激変緩和措置 

▲0.04×7.2/10 

4.83％ 

5.13％ 

精算後 

9.96％ 

現金給付費、前
期高齢者納付
金、後期高齢者
支援金等にか
かる部分 

保険料率 

▲0.01％ 

全国平均 
10％ 

A 

B 

C 9.97％ 

10.88％ 

9.96％ 

 

▲0.92％ 
 

所得調整 

9.96％ 
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協会けんぽの収支見込（医療分） 
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介護保険の平成30年度保険料率について 

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したもの
を基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。 

30年度は、29年度末に見込まれる剰余分（205億円）も含め、単年度で収支が均衡するよう1.57％（4月納付
分から変更）とする。 

※ 29年度政府予算案では、介護納付金は9,914億円と前年度比で411億円の増加の見込み。 

（参考） 
健康保険法160条16項 

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）の額（協会
が管掌する健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額）を当該年度における
当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を
基準として、保険者が定める。 

 各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。 
 
 
 介護保険料率 ＝  

介護納付金の額 － 国庫補助額等 

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込 

1.58％から29年4月以降に1.65％へ引き上げた場合の29年度の保険料負担の影響（被保険者1人当たり、労使折半前） 

〔年額〕 2,950 円 （66,586円 → 69,536円）  の負担増 
〔月額〕     246円 （   5,549円 →   5,795円）  の負担増 

（注1） 標準報酬月額を312,333円、賞与月額を年1.493月とした場合の負担を算出したものである。 
（注2） 「年額」は29年度（12か月分）の影響額であり、「月額」については「年額」の影響を12で除したものである。 
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協会けんぽの収支見込（介護分） 
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≪参考≫ １か月の負担額について 

■標準報酬月額２４万円で試算（青森支部の平成２８年度平均標準報酬月額より） 

介護なし 

全額 
加入者または事業主の 
負担額（折半額） 

23,904円 11,952円 

介護あり 

全額 
加入者または事業主の 
負担額（折半額） 

27,864円 13,932円 

23,904円 11,952円 27,672円 13,836円 

変更なし   
折半額 

月額 96円 減 

  

  

加入者・事業主負担 

合計 

月額 192円 減 

現行 

健康保険9.96％ 

介護保険1.65％ 
 

変更後 

健康保険9.96％ 

介護保険1.57％ 
 

保険料額       標準報酬月額      保険料率（介護なし） 

23,904円 ＝ 240,000円 × 9.96% 
 

保険料額       標準報酬月額     保険料率（介護あり） 

27,672円 ＝ 240,000円 × 11.53.% 
 


